
エコアクション２１認証・登録の手続

地域事務局 東京都中小企業団体中央会への審査申込

エコアクション２１審査人の指名

審査人による審査計画書の作成
（事業者の認証・登録の範囲及び審査工数の決定）

審査人による書類審査・現地審査

審査人は事務局へ審査報告書を提出

地域判定委員会による審査結果の審議

中央事務局と認証・登録契約の締結
エコアクション２１事業者として認証・登録される

環境活動レポートの公表（自ら及び中央事務局ＨＰ）

中間審査の受審（概ね１年）

更新審査の受審（２年ごとの登録更新）

 　「エコアクション２１の取組手順」に沿ってお取り組みをいただいた後、エコ

アクション２１審査人による所定の審査を受審し、かつ地域判定委員会の審議で

適合していると認められることが必要です。


